
各務原市国民健康保険短期被保険者証交付事務要綱 

                      （平成１３年１０月２９日決裁） 

（目的） 

第１条 この要綱は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第９条第１０項

後段の規定に基づき、国民健康保険料滞納者に通常より有効期間が短い被保険者証

（以下「短期被保険者証」という。）を交付することで、国民健康保険料の徴収及

び納付指導の機会をより多く確保して、保険料滞納額の解消及び収納率の向上を図

ることを目的とする。 

 （対象者） 

第２条 短期被保険者証の交付は、国民健康保険被保険者資格証明書の交付を受けて

いる世帯主で、納付相談等により滞納している保険料の総額の６分の１以上を納付

し、かつ、残額について納付誓約したもの若しくは各務原市国民健康保険被保険者

資格証明書交付事務要綱（平成１３年１０月２９日決裁）第７条第１項第３号に規

定する履行期間が６か月未満のもの又は市長が特別の事情があると認めたものにす

ることができる。 

２ 市長は、前項の規定により短期被保険者証を交付したときは、短期被保険者証交

付台帳に記載しなければならない。 

３ 短期被保険者証の交付を受けている世帯主は、第１項に規定する納付相談等によ

り滞納している保険料の総額の３分の１以上を納付し、かつ、残額について納付誓

約をしたときは、国民健康保険短期被保険者証解除申請書（別記様式）に短期被保

険者証を添えて、通常の有効期間の被保険者証の交付を求めることができる。 

 （有効期間） 

第３条 短期被保険者証の有効期間は、別表に定めるとおりとする。 

 （更新） 

第４条 短期被保険者証の更新は、当該短期被保険者証の交付時になされた納付誓約

を遵守しなかった者に対しては行わない。 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   付 則 

この要綱は、平成１３年１１月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年１２月２８日決裁） 



この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２２日決裁） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

    滞 納 者 の 区 分                 有 効 期 間

滞納している保険料額の６分の１以上を納付した者 ３か月以内 

第２条第１項に規定する履行期間が６か月未満の者   〃 

特別の事情がある者 市長が定める期間 



別記様式（第２条関係） 

国民健康保険短期被保険者証解除申請書 

                             年  月  日

 次のとおり申請します。  

 （宛先）各務原市長 

住 所 

世 帯 主            

個人番号 

電話番号（   ）  ― 

被保険者証記号番号  

被保険者氏名 

申請理由（理由を証する書類を添付すること。） 


